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別表１ 

（総務省（公害等調整委員会を含む。）） 

事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

本省内部部局におけるアウトソー

シング等による効率化 

総務省行政効率化推進計画に沿って、庁舎等の管理業務、公用車関係業務、電話交換業務等について民間委託を行う

など、アウトソーシングの推進等により、平成21年度に定員を１人合理化する。 

引き続き、業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

恩給事務体制の合理化 恩給業務実施体制の見直しにより、平成18～20年度に恩給業務担当職員を42人、21年度に18人合理化する。 

引き続き、恩給業務の業務・システムの最適化の着実な推進等により、恩給受給者数の推移を踏まえた業務量の変化

に見合った体制とするように検討する。 

 

郵政民営化に伴う業務実施体制の

見直し 

 郵政行政の実施体制の見直しにより、平成18～20年度に定員を25人、21年度に１人合理化する。 

引き続き、郵政民営化の進展を踏まえた業務量の変化に見合った体制とするように検討する。 

 

その他本省における業務実施体制

の見直し（☆） 

業務実施体制の見直しにより、平成21年度に本省内部部局及び消防庁内部部局の定員を21人合理化する。引き続き、

業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

【管区行政評価局】  

管区行政評価局、行政評価事務所

の業務実施体制の合理化（ＩＴ化

による業務の効率化、アウトソー

シングの推進等） 

電子決裁、電子会議室、行政評価等データベースなどＩＴの活用、アウトソーシングの推進等による業務実施体制の

効率化・合理化を一層推進することとし、平成18～20年度に52人、21年度に17人合理化することを含め、22年度末まで

に定員を69人以上合理化する。引き続き、業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

【総合通信局】  

総合通信局及び総合通信事務所の

業務実施体制の合理化（ＩＴ化に

よる業務の効率化、アウトソーシ

ングの推進等）（☆） 

総合通信局ＬＡＮの一層の活用を始めＩＴの活用等による内部管理業務の効率化・合理化、定型的業務のアウトソー

シングの推進等により、平成18～20年度に111人、21年度に37人合理化することを含め、22年度末までに定員を145人以

上合理化する。引き続き、内部管理業務の合理化等を進め、業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

無線局検査の民間能力の活用等業

務の見直しの推進 

無線局検査については、登録点検事業者制度の活用により、平成18～19年度に総合通信局出張所（５か所）を全廃す

るとともに、定員を５人合理化した。引き続き、登録点検事業者制度の活用を一層推進し、業務の効率化を図る。 

 

業務・システムの最適化に基づく

業務の効率化・合理化（☆） 

業務の集約化や業務処理手順の見直し等を実施することにより内部管理業務を見直す。 

「総務省情報ネットワーク（共通システム）最適化計画」に基づき、ＬＡＮシステムの統合及び運用管理業務の集中

化を着実に実施し、平成21年度に３人合理化する。引き続き、業務の効率化・合理化を実施する。 

「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」の府省別計画に基づき、統計局ＬＡＮの見直し、「統計情報インデ
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事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

ックス」及び「日本統計月報」のインターネットのみによる情報提供への切替えに伴う刊行業務の廃止等を着実に実施

し、21年度に１人合理化する。 

「恩給業務の業務・システム最適化計画」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの更なる活用等を着実に実

施し、22年度に７人合理化する。引き続き業務の効率化・合理化を実施する。 

「電波監理業務の業務・システム最適化計画」に基づき、無線局免許等の申請手続における入力項目のコード化やイ

ンテリジェント審査機能による無線局審査業務の効率化等を着実に実施し、21年度に３人合理化する。無線局免許等の

オンライン申請の利用率向上に伴う入力作業の軽減効果も踏まえつつ、引き続き業務の効率化・合理化を実施する。 

「電気通信行政関連業務における業務・システム最適化計画」に基づき、手作業や目視により行っている作業のシス

テム化等を着実に実施し、21年度に２人合理化する。 

「消防防災業務の業務・システム最適化計画」に基づき、複数の業務・システムにおいて重複したデータ、統合が可

能なデータについて、データベースの一元化・集中化を着実に実施し、業務の効率化・合理化を実施する。 

「政治資金・政党助成関係業務の業務・システム最適化計画」に基づき、手作業のシステム化を着実に実施する。法

律上、オンラインによる提出の努力義務の対象手続となっている国会議員関係政治団体の収支報告書の提出について、

オンライン申請の利用率の向上に伴う収支報告書の形式審査に係る事務負担の軽減効果も踏まえつつ、業務の効率化・

合理化を実施する。 

これらの取組により、18～20年度に77人、21年度に24人合理化（公害等調整委員会１人を含む。）することを含め、

22年度末までに定員を106人合理化する見込みである。 

以上のほか、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、「ＩＴを活用した内部管理業務

の抜本的効率化に向けたアクションプラン」（20年５月決定）や、「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」の

共通計画に基づき、政府統計共同利用システムの整備、統計調査のオンライン化等により、20年度に定員を12人、21年

度に11人合理化するなど、各最適化計画の進捗状況を踏まえつつ、各計画の担当府省と調整を行い、府省共通業務・シ

ステムの導入による業務の効率化・合理化を実施する。 

 

統計調査業務の民間開放の推進に

よる効率化・合理化 

「科学技術研究調査」に係る業務の一部について、平成19年度から「公共サービス改革基本方針」に基づき民間競争

入札を行い、定員を１人合理化した。20年度以降は、対象業務の範囲、複数年契約等に係る見直し結果を踏まえ、引き

続き民間競争入札を行い、更なる業務の効率化・合理化を図る。 

また、指定統計調査関連業務の官民競争入札、民間競争入札その他の民間開放の実施に向けた取組を推進する。 

 

施設管理・運営業務の市場化テス

トの実施による効率化等 

自治大学校、情報通信政策研究所、消防大学校の施設の管理・運営業務については、「公共サービス改革基本方針」

に基づき民間競争入札を行い、情報通信政策研究所は平成21年４月から、自治大学校及び消防大学校は平成22年４月か

ら、原則３年以上の複数年契約によって実施することにより、施設の管理・運営業務の効率化等を図る。 

 

自治大学校、情報通信政策研究

所、統計研修所、消防大学校の組

総務省における施設等機関の業務実施体制の見直しを行い、平成18～20年度に定員を５人、21年度に２人（情報通信

政策研究所１人、統計研修所１人）合理化するとともに消防大学校研究企画部を廃止する。引き続き、関係機関の業務
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事 項 名 21年度減量・効率化の取組内容 

織・運営の効率化・合理化（☆） 実施体制の見直しを行い、効率化・合理化を推進する。 

 

政策の棚卸しに伴う減量・効率化 

（☆） 

国家公務員体育センターの廃止、政策評価フォーラムの廃止、地域イントラネット基盤施設整備事業等の見直し、統

計データセンターと統計図書館との統合、公害等調整委員会事務局における内部管理業務の見直し等により、平成21年

度に定員を12人（公害等調整委員会１人を含む。）合理化する。 

 

（注）事項名に（☆）がある事項における平成21年度の合理化数は、他の事項との重複がある。 


